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株式会社等の農業参入について

農政の基本方向 農村現場の声

目 標
・株式会社一般の農業への全面
参入については、食料の安定供給の確保・

農業の持続的な発展 等

投機目的での農地取得、地
域ぐるみで行われている土・効率的かつ安定的な農業
地・水利用の混乱等のおそ経営が農業生産の大宗を担
れがあるのではないかう農業構造の確立が不可欠

【H22年における目標】

産業廃棄物の不法投棄等不効率的・安定的な農業経営

適切な土地利用が行われる家族農業経営：33～37万

可能性があるのではないか法人・生産組織：3～4万

信用面、人材確・その際、
保面、販路確保面等で優位 現在、規模の拡大を図って
性を有する法人形態での農 いる効率的かつ安定的な経
業経営は有効 営体（認定農業者等）の育であると認識

成施策との整合性が図りう
るか

現 状

・認定農業者数は約17万経 といった農業・農村現場からの
営体。農業法人数は1.3万 懸念の声
経営体。
・地域によっては、担い手
不足により農地の遊休化が
進行し、農地が荒廃

◎農地法の一部改正（平成１３年３月施行）
→農業生産法人の一形態として株式会社形態の導入

◎構造改革特別区域法（平成１５年４月施行）
→農地貸付方式による株式会社等の農業参入（農地法の特例）



我が国農業における法人経営の現状

近年、法人形態をとって農業を行う経営が増えてきており、平成１２年で

法人が農業を行っている。１３，１８６

このような農業を営む法人のうち、稲作など土地利用型農業を行っている

、 。農業生産法人の数は 平成１４年には 法人にまで増えてきている６ ５４７，

○農業生産法人数の推移

資料：経営局構造改善課調べ（各年１月１日現在）
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←合名・合資会社(0.4%)

←有限会社(75.1%)

←農事組合法人(24.2%)

←株式会社(0.3%)



株式会社形態の農業生産法人

株式会社形態の平成１３年３月の農地法の一部改正の施行以降、

してきている。農業生産法人は着実に増加（本年２月現在４２社）

これらの株式会社が農業経営に供している農地の権利の種類は、

、 。 、賃借権等の債権が８割を占めており 所有権は２割と少ない また

を占めており、こ全く所有権を有していない企業も過半（２４社）

れは、借地経営が有利であること、農家がその所有農地をなかなか

手放そうとしないこと等によるものと考えられる。

○ 株式会社形態の農業生産法人数

平成１３年６月 平成１４年７月 平成１５年２月

６ ２７ ４２

（単位：ｈａ）

経 営 経 営
所有権 その他 所有権 その他NO NO法人名 所在地 法人名 所在地

面 積 面 積

1 4.2 4.2 23 0.6 0.6（株）Ａ 北海道 （株）Ｈ 長 野

2 12.6 12.6 24 1.2 1.2（株）Ｋ 北海道 （株）Ｈ 静 岡

3 17.6 17.6 25 2.3 2.3（株）Ｄ 北海道 （株）Ｆ 静 岡

4 3.1 3.1 26 0.5 0.5Ｎ 株 北海道 （株）Ｎ 静 岡（ ）

5 11.1 11.1 27 1.9 0.6 1.3（株）Ｉ 北海道 （株）Ｎ 新 潟

6 8.2 5.4 2.8 28 18.0 18.0（株）Ｓ 北海道 （株）Ｂ 石 川

7 10.4 10.4 29 4.3 4.3（株）Ｕ 北海道 （株）Ｅ 福 井

8 1.4 1.4 30 3.2 3.2（株）Ｈ 宮 城 （株）Ａ 三 重

9 0.7 0.7 31 91.0 0.9 90.1（株）Ａ 宮 城 （株）Ｇ 滋 賀

10 2.2 0.4 1.8 32 0.6 0.6（株）Ｔ 茨 城 Ｒ（株） 広 島

11 0.6 0.6 33 0.6 0.4 0.2（株）Ｒ 茨 城 Ｓ（株） 徳 島

12 2.6 2.6 34 3.0 3.0（株）Ｈ 栃 木 （株）Ｎ 愛 媛

13 3.2 3.2 35 1.8 1.8（株）Ｍ 栃 木 （株）Ｙ 福 岡

14 5.5 5.5 36 2.0 0.3 1.7（株）Ａ 埼 玉 （株）Ａ 佐 賀

15 8.1 5.3 2.8 37 0.7 0.7（株）Ｂ 埼 玉 （株）Ｙ 佐 賀

16 0.6 0.6 38 0.5 0.5（株）Ｇ 神奈川 （株）Ｈ 熊 本

17 1.9 1.9 39 0.6 0.6Ｆ（株） 山 梨 （株）Ｔ 熊 本

18 1.7 1.1 0.6 40 1.7 1.7（株）Ｍ 山 梨 （株）Ｅ 鹿児島

19 0.6 0.6 41 2.6 1.4 1.2（株）Ｉ 長 野 Ｏ（株） 鹿児島

20 0.5 0.5 42 10. 0 1.0 9.0（株）Ｓ 長 野 Ｓ（株） 鹿児島

21 0.5 0.4 0.2 246.6 51.9 194.7Ｆ（株） 長 野 合 計

22 2.3 2.3 (%) (100.0) (21.0) (79.0)（株）Ｎ 長 野 （割 合 ）

注： その他の権利」とは、賃借権、使用貸借による権利等使用及び収益を目的とする権利をいう。「

資料：農林水産省経営局調べ（平成１５年２月現在）



構造改革特区における株式会社等の農業参入

農林水産省において、地方公共団体を対象にアンケート調査（本

（ ）年１月実施 を行ったところ） 、構造改革特別区域法 農地法の特例

に基づく特区認定申請を予定している地方公共団体が全国で１２２

参入希望を（８都道府県、１１４市町村）となっており、具体的に

にのぼっている。持っている法人数も３５（うち株式会社が３２）

農業生産法人以外の法人への農地等の貸付け（農地法の特例）

［実施主体］ ［特定法人］

協定の締結
［事業の適正かつ円滑な実施を確保するための協定］

地 方 公 共 団 体 ①法人の行う事業の内容・方法 農業生産法人以外の法人

②法人が事業を行う農地等の所在・面積
・業務執行役員のうち１

③地域内の農業者との役割分担に関する事項 等 人以上の者が耕作又は養
畜の事業に常時従事（企

（注）協定の内容は、農林水産省令で規定。 画管理を含む）

農 地 保 有 合 理 化 法 人

使用貸借による権利又は賃借権の設定

（特例的に農地法３条許可）

買入れ
又は (許可不要) (注)小作地所有制限

借入れ は適用除外
賃貸借の解約等の制限

農 地 所 有 者



農業生産法人の要件

１．法人形態要件 農事組合法人、合名会社、合資会社、有限会社
株式会社（株式の譲渡制限のあるもの）

． （ 、 。）２ 事 業 要 件 農業 農産物の加工・販売 農作業受託などの関連事業を含む
の売上高が過半であること。

３．構 成 員 要 件

・農業の常時従事者

・農地の権利提供者

・地方公共団体

農業関係者 ・農業協同組合、農業協同組合連合会 総議決権の
４分の３以上

・農地保有合理化法人

・法人から物資の供給等を受ける者又は
法人の事業の円滑化に寄与する者 総議決権の

農業関係者 （例 ・産直契約する個人 ４分の１以下）
以 外 ・食品加工業者 １構成員は

・生協・スーパー 10分の１以下
・農産物運送業者 等

４．役 員 要 件

① 役員の過半が農業の常時従事者（原
則年間１５０日以上）である構成員で
あること。 役員全体の過半

② ①のうち過半の者が農作業に従
事（原則年間６０日以上）するこ 過半の過半
と。



貸付方式でも安定的な農業経営が可能

〈農地の賃貸借は、一般不動産の賃貸借と比べて極めて安定〉

農地の賃貸借（農地法） 一般不動産の賃貸借（民法）

○農地の引渡しにより、 ○登記をすれば第三者に対抗可登記が
能。なくても第三者に対抗可能。

○当事者が一定期間内に更新拒 ○期間が満了すれば、賃貸借は
絶の通知をしないときは、 終了。従

賃借人が更新を希望しても前の賃貸借と同一の条件で賃
拒絶可能。貸借が存続〔法定更新 。〕

○ ○期間が満了すれば、賃貸借は賃貸借の更新拒絶の通知、解
終了。約の申入れ、解除等をするた
賃借人が更新を希望してもめには、都道府県知事の許可
拒絶可能。が必要。

賃借人が信義に反した行為
をした場合等一定の要件に ○期間の定めのない賃貸借は、
該当する場合でないと許可 いつでも解約申入れが可能。
できない。 １年経過で賃貸借は終了。

○賃借人に債務不履行がある場
合は、賃貸借契約の解除が可
能。

○ ○いかなる内容の契約を締結す賃借人に不利な小作条件や解
るかは、当事者の自由。除条件等は無効。

○賃貸借契約において解除条件
を付している場合、当該事由
の発生により賃貸借は終了。



〈農地の賃貸借は、借地借家法に基づく借地権並みに安定〉

農地の賃貸借（農地法） 借地権（借地借家法）

○農地の引渡しにより、登記が ○土地の上に借地権者が登記さ
なくても第三者に対抗可能。 れている建物を所有するとき

は、登記がなくても第三者に
対抗可能。

○当事者が一定期間内に更新拒 ○借地権者が契約更新を請求し
絶の通知をしないときは、従 た場合において、建物が存在
前の賃貸借と同一の条件で賃 し、かつ、借地権設定者が遅
貸借が存続〔法定更新 。 滞なく異議を述べなかったと〕

き等は、契約更新〔一方的請

求による法定更新〕

○賃貸借の更新拒絶の通知、解 ○借地契約の更新拒絶は、借地
約の申入れ、解除等をするた 権設定者が土地の使用を必要

めには、都道府県知事の許可 とする事情等を考慮して、正
が必要。 当の事由があると認められる
賃借人が信義に反した行為 場合でなければ、できない。
をした場合等一定の要件に
該当する場合でないと許可

できない。

○賃借人に不利な小作条件や解 ○借地借家法の規定に反する特

除条件等は無効。 約で借地権者に不利なものは
無効。

※ 借地権 ＝ 建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権



新規に農業参入（水田１ha）する場合の農地保有コスト比較

１．賃貸借方式で参入する場合

水田小作料＝ 20,207円/10a

（ ）注：平成12年度水田小作料の実態に関する調査結果 全国農業会議所

202千円/年１ha当たりの小作料＝

２．農地取得して参入する場合

農地価格（水田）＝ 1,748千円/10a

注：都市計画法の未線引き市町村の農用地区域内

平成12年度田畑売買価格等に関する調査結果（全国農業会議所）

17,480千円１ha当たりの農地取得価額＝

これを借入金（金利2.0％、元利均等15年償還と想定）で取得した

とすると・・・

1,360千円/年元利合計＝ 20,513千円 年 賦 金＝

（参考）

1,286千円１ha当たり農業粗収益＝



○ 新潟県における土地価格の構造（平成12年）

166.70

（単位：千円／㎡）

68.20

34.00

3.78

1.71

0.66

0.45

収 農 線 市 市 新 新
益 業 農 引 農 街 住 街 住 潟 商 潟（ （
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家 ％ 猶 耕 村 耕 の 格
３ 還 予 作 作

元 制 目 目～

５ 度 的 的）
ha ）
）

資料： 田畑売買価格等に関する調査 （全国農業会議所 「財産評価基準書 （各国税局等発行 、「 」 ）、 」 ）

「米生産費調査 （農林水産省 「地価公示 （国土交通省）」 ）、 」

注：新潟県商業地公示地価・新潟県住宅地公示地価は「地価公示」をもとに算出した。



（株）日経リサーチが、飲食業経営を主な事業とする企業、ホテ

ルなどの外食産業等に対し農地所有の意向について行ったアンケー

９割以上の法人が農地所有に関心ト調査（平成１３年２月）では、

している。がないと回答

○ 農地所有に対する意向

農地所有の グループの グループの 農地所有に

合 計 解禁に備え 別法人等で 別法人等で 関心なし

て検討中 所有を計画 既に所有

法人 法人 法人 法人 法人

３１０ １７ １ ５ ２８７

(100.0%) (5.5%) (0.3%) (1.6%) (92.6%)

その理由（複数回答）

○食材仕入れコストの削減（１１）

○有機農法の実践など食材の安全管理（９）

○自社メニューに用いる独自品種・食材の開発（９）

○食材の安定調達（７）

○廃棄物リサイクルの実践（４）



第３回経営の法人化で拓く構造改革に係る有識者懇談会（平成

１４年９月２日開催）議事録（抄）

○佐野泰三氏

（カゴメ株式会社生鮮野菜ビジネス・ユニットディレクター）

大規模な施設園芸農業を実施する（前略） 二点めが、こういう

ためには、２０ｈａないし３０ｈａ程度の真っ平らな農地が必要で

ございます。この場合に、相当期間の賃貸借の権利設定のようなも

のが確保できると、企業側としては非常にやりやすい。農地を取得

利用の、２０年なするというふうな希望は全く持っておりません。

ら２０年の見通しが立てば、そこに自らのリスクでアグリビジネス

を展開するということが可能であろうというふうに思っておりま

す。 （以下略）



（参考）

企業の土地所有に関する意識

（ ） 「 」（ ） 、１ 国土交通省 土地所有・利用状況に関する企業行動調査 注 によると

企業の土地所有に関する意識として、直近の調査結果では 「今後、借地・、

賃借が有利になる」との回答（48.0%）が「今後、所有が有利になる」との

回答（36.8%）を上回っている。

「今後、所有が有利になる」と回答した割合は、ほぼ一貫して減少を続け

ており、企業においては、かつて土地に対する強い所有意欲がみられたが、

バブル崩壊から現在までの間に土地所有に関する意識が大きく変化したこと

を示している。

（ ） 、 、 、 、 、 、注 平成１４年１月に 主要都市(札幌市 仙台市 東京都区部 名古屋市 京都市

大阪市、広島市及び福岡市)に本社を置く資本金1,000万円以上の企業9,000社を対

象に実施。回収率31.3%。



（２）借地・賃借が有利と考える理由についてみると 「事務所の進出・撤退が、

柔軟に行えるため」と回答した割合（55.8%）が最も高くなっており、事業

展開における機動性を重視する意識がうかがえる。

これに次いで 「土地は必ずしも有利な資産ではない （47.5% 「初期投、 」 ）、

資が所有に比べ少なくてすむ （41.2% 「コスト面を考えると賃借の方が」 ）、

有利 （29.7%）と回答した割合が多くなっており、土地利用において効率」

性を重視する企業の意識が表れている。



（３）我が国の農地面積（平成12年：483万ha）に占める耕作放棄地（21万ha）

の割合は4.3%となっているが、一方、我が国で法人の所有する宅地などの利

用現況をみてみると、全体の6.4%が空き地となっている（平成10年土地基本

調査 。）

このような未利用地に対して企業がどのような意識を持っているかについ

て、実際に未利用地を所有する企業に対して当該土地が未利用地になってい

る理由を尋ねたところ 「売却を検討したが、売却できず （31.2%）と回答、 」

した割合が最も高く、増加する傾向にある。これは、企業経営において、金

融市場や資本市場における企業評価を重視する傾向が強まっており、資産保

有の効率化が求められる中で、自ら利用することを前提に保有を続けるより

も、売却しようとする意識が強まっていることがうかがえる。



アメリカにおける農業経営形態の状況

(1) 状 況

農業経営体の大部分は個人・家族経営やその共同経営等となっており、会社

経営は全経営体数の０．３％、経営耕地面積は１．４％、農業生産額は４．７

％を占めるにすぎない。

○ 農業経営の経営形態別状況（1997年）

経 営 形 態 実 数 （ 構成比 ）

万経営 ％
個 人 ・ 家 族 経 営 １９３．１（ ９０．５）
（ ）Individual or family

共 同 経 営 １２．４（ ５．８）
（ ）Partnership

家 族 会 社 ６．０（ ２．８）
（ ）Familyheld corp

会 社 経 営 ０．７（ ０．３）
（ ）Other than family held corp

そ の 他 １．３（ ０．６）
（ ）Other

総 計 ２１３．４（１００．０）

資料： . . 1997U S Censusu of Aguriculture

○ 経営形態別にみた経営耕地面積（1997年）

経 営 形 態 実 数 （ 構成比 ）

千ｈａ ％
個 人 ・ 家 族 経 営 272,058（ ７３．３）
（ ）Individual or family

共 同 経 営 44,923（ １２．１）
（ ）Partnership

家 族 会 社 44,317（ １１．９）
（ ）Familyheld corp

会 社 経 営 5,347（ １．４）
（ ）Other than family held corp

そ の 他 4,587（ １．２）
（ ）Other

総 計 371,233（１００．０）

資料： . . 1997U S Censusu of Aguriculture



○ 経営形態別にみた農業総生産額（1997年）

経 営 形 態 実 数 （ 構成比 ）

億ドル ％
個 人 ・ 家 族 経 営 １，１７８（ ６１．１）
（ ）Individual or family

共 同 経 営 ２８４（ １４．７）
（ ）Partnership

家 族 会 社 ３６０（ １８．７）
（ ）Familyheld corp

会 社 経 営 ９０（ ４．７）
（ ）Other than family held corp

そ の 他 １５（ ０．８）
（ ）Other

総 計 １，９２７（１００．０）

資料： . . 1997U S Censusu of Aguriculture

(2) 制 度

農業経営に係る農地の権利移動については、連邦レベルでの規制はないが、

州レベルにおいて、アメリカの穀倉地帯である９州 では、法人による農業(注)

経営及び農地の権利取得を 。家族経営を基本とする小規模の会社に限定

（注）中西部９州：ネブラスカ、北ダコタ、南ダコタ、カンザス、オクラホ
マ、ミネソタ、アイオワ、ミズーリ、ウィスコンシン

【 】事 例

○ 農場を所有することが認められる法人の要件（ネブラスカ州）

・株主数が１０人以下であること。

・株式の半分以上を家族が持つこと。

・少なくとも株主の１人が農場に居住していること。

・少なくとも株主の１人が日常の農業活動に従事していること。

・州の農務長官に毎年活動報告すること。



フランスにおける農業経営形態の状況

(1) 状 況

商事会社等の数及び経営耕地面積は、全経営体の０．８％であり、農業経

営体は個人経営が中心である。

○ 農業経営の経営形態別状況（2000年）

経営形態 実数（構成比）

万経営 ％
個人経営 ５３．８（８１．０）

組合・会社経営 １２．４（１８．６）

有限責任農業経営 ５．６（８．４）

農業共同経営集団 ４．２（６．３）

民法法人 １．７（２．６）

商事会社・共同組合 ０．５（０．８）

作業集団 ０．４（０．６）

その他 ０．２（０．４）

総 計 ６６．４（１００．０）

資料：フランス農業漁業省・統計局（ )AGRESTE

○ 経営形態別にみた経営耕地面積（2000年）

経営形態 実数（構成比）

万ｈａ ％
個人経営 １，６１３ （５７．９）

組合・会社経営 １，１６４ （４１．８）

有限責任農業経営 ４７７ （１７．１）

農業共同経営集団 ４９８ （１７．９）

民法法人 １４９ （ ５．３）

商事会社・共同組合 ２２ （ ０．８）

作業集団 １８ （ ０．６）

その他 ９ （ ０．３）

総 計 ２，７８６ （１００．０）

資料：フランス農業漁業省・統計局（ )AGRESTE



(2) 制 度

農業経営に係る農地の権利移動については、政策的に望ましい適正規模の

地域レベルで一定家族経営を存続可能な形で創設・維持・育成するために、

されている。の基準に従って方向付ける経営構造コントロールが制度化

そのために、次の場合には県知事の事前許可制をとっている。

① 受け手が農業に関する知識・経験等を有していない場合

② 受け手の経営農地面積が上限基準を超える場合

③ 出し手の経営規模が一定以下になる場合

④ 受け手の通作距離が一定の距離を超える場合

さらに、法人経営については、法人組織を介する経営集中の動きを的確に

、コントロールする観点から、農業経営者が他の法人経営に経営参加する場合

当該法人経営における持分が５割以上となる場合は事前許可を受けなければ

（５割未満であれば許可不要 。ならない ）



農地法の基本的考え方

耕作者主義＝適正かつ効率的に農地を「耕作する者」に農地の

権利取得を認める。

耕作に従事する「耕作者（自然人 」と耕作者の延長とし）

て耕作者を主体とする「地域に根ざした法人経営」

◎農地法（昭和２７年法律第２２９号）

農地はその耕作者みずからが所有することを最も第１条 この法律は、

、及びその権利を適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し

保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係

を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図るこ

とを目的とする。

平成１２年農地法改正（農業生産法人の基本的枠組みを維持し○

つつ株式会社形態の導入）は、 耕作者主このような考え方から、

であるという意見が根強い。義の枠内でのギリギリの対応

農地法の基本○ 農業生産法人制度の更なる規制緩和については、

的考え方を逸脱 農地することとなり、単なる規制緩和ではなく、

との指摘。法の目的から抜本的に改正する必要

○ また、土地に関する基本法制の見直しとなるため、より慎重に

との指摘。国民的な議論を行うことが必要



株式会社等に農地の所有権取得を認めた場合の問題点

――不法投棄を例にして――

廃棄物処理法改正による規制強化等の取組にもかかわら

ず、不法投棄の発生に歯止めがかかったとは言い難く、農

地への不法投棄件数は、依然増加傾向。

資料：環境省「不法投棄防止対策・現状回復促進方策検討調査業務報告書」
注：１) 投棄件数及び投棄量は、都道府県及び保健所設置市が把握した産業廃棄物の不法

投棄のうち、１件当たりの投棄量が１０ｔ以上の事案が集計対象。
２）平成５～７年度の状況は平成８年度調査、平成８～１０年度の状況は平成１１年
４月調査。平成１１年度の状況は平成１２年６月調査。平成１２年度の状況は平成
１３年８月調査。平成１３年度の状況は平成１４年６月調査となっている。
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＊毎日新聞記事「土木業者を家宅捜索 羽生の休耕田に大量

残土」（平成１４年８月１０日）を参考資料として配布 


